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議会運営委員会会議録 

 

平成２５年１０月１６日 水曜日 

  午後２時５２分開議 

  午後３時１４分閉議（実時間 ２２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議会の運営に関する事項 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  山 本 幸 廣 君 

副委員長  鈴木田 幸 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  百 田   隆 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

議  長  橋 本 幸 一 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 議会事務局長     田 上 高 広 君 

 総務部長       木 本 博 明 君 

                             

○記録担当書記     桑 崎 雅 介 君 

            嶋 田 和 博 君 

 

（午後２時５２分 開会） 

◎議会の運営に関する事項 

○委員長（山本幸廣君） 皆さん、本会議、大

変お疲れさまでした。（｢お疲れさまでした」

と呼ぶ者あり） 

 ただいまから議会運営委員会を開会いたしま

す。 

 まず付議案件についてを議題とし、委員会付

託の議案１２件について説明を求めます。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）一般質

問の後、お疲れのところですが、どうかよろし

くお願いいたします。 

 それでは、１、付議案件の（１）委員会付託

（イ）の議案１２件について御説明を申し上げ

ます。 

 座りまして御説明申し上げます。 

 お手元の委員会付託表（議案）をごらんいた

だきたいと思います。 

 今回、委員会の付託予定案件は、決算議案２

件、予算議案３件、事件議案１件、条例議案６

件の計１２件でございます。 

 まず、文教福祉委員会では、議案第８６号・

平成２５年度八代市一般会計補正予算（第６

号）関係分、議案第８７号・平成２５年度八代

市国民健康特別会計補正予算（第１号）、議案

第８８号・平成２５年度八代市介護保険特別会

計補正予算（第１号）の予算議案３件、議案第

８９号・訴えの提起についての事件議案１件、

議案第９２号・八代市国民健康保険税条例の一

部改正についての条例議案１件、合わせて５件

であります。 

 次に、経済企業委員会では、議案第８４号・

平成２４年度八代市水道事業会計決算、議案第

８５号・平成２４年度八代市病院事業会計決算

の決算議案２件、議案第８６号・平成２５年度

八代市一般会計補正予算（第６号）関係分の予

算議案１件、合わせて３件であります。 
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 次に、建設環境委員会では、議案第８６号・

平成２５年度八代市一般会計補正予算（第６

号）関係分の予算議案１件、議案第９３号・八

代市道路占用料に関する条例の一部改正につい

て、議案第９４号・八代市営住宅設置管理条例

の一部改正について、議案第９５号・八代市特

定公共賃貸住宅条例の一部改正についての条例

議案３件、合わせて４件であります。 

 次に、総務委員会では、議案第８６号・平成

２５年度八代市一般会計補正予算（第６号）関

係分の予算議案１件、議案第９０号・八代市長

の退職手当の特例に関する条例の制定につい

て、議案第９１号・八代市市税条例の一部改正

についての条例議案２件、合わせて３件であり

ます。 

 なお、議案第８６号・平成２５年度八代市一

般会計補正予算（第６号）につきましては、次

のページに、それぞれ歳入の文言事項及び歳出

の款項目別の詳細な付託表を添付いたしており

ますので、ごらんいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 説明が終わりました

が、何か質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、お手元の

付託表のとおり、その審査を各常任委員会に付

託することといたしたいが、これに御異議あり

ませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、請願・陳情３件について説明を求めま

す。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。続きま

して、（ロ）の請願・陳情について御説明申し

上げます。 

 お手元の請願・陳情付託先審査用、議会運営

委員会資料をごらんいただきたいと思います。 

 定例会開会日翌日の１０月８日午後５時まで

に受理いたしましたのは、請願１件、陳情２件

であります。 

 まず、請願第３号・青少年健全育成基本法の

制定を求める意見書の提出方についてでござい

ますが、これは熊本県葦北郡芦北町大字湯浦９

７４－１１、稲富安信さんから提出されたもの

で、担当課は市民協働部の人権政策課となって

おります。なお、紹介議員は古嶋津義議員、山

本幸廣議員、成松由紀夫議員でございます。 

 次に、陳情第１号・消費税増税中止を求める

意見書の提出方についてでございますが、これ

は八代市新町６－１１、消費税廃止八代各界連

絡会会長、遠山直毅さんから提出されたもの

で、担当課は総務部の市民税課となっておりま

す。 

 次に、陳情第２号・年金２.５％引き下げの

中止を求める意見書の提出方についてでござい

ますが、これは熊本市中央区神水１丁目３０－

７、全日本年金者組合熊本県本部執行委員長、

國宗直さんほか１人から提出されたもので、担

当課は健康福祉部の国保ねんきん課となってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま請願・陳情

について説明が終わりましたが、何か質疑あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、委員会へ

の付託はどのようにいたしましょうか。（｢委

員長にお任せします｣「委員長の采配で」と呼

ぶ者あり） 
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 それでは、協議の結果、それではお手元の別

紙に基づき、１つずつ決定をいたしたいと思い

ます。 

 まず、請願第３号でありますが、これについ

ては総務委員会。よろしいですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 陳情の第１号であり

ますが、これも総務委員会。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 陳情の第２号、文教

福祉委員会。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 付託の委員会、その

とおりにいたしたいと思いますが、何か質疑あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、ただいま

御協議いただきましたとおり、各常任委員会に

付託することに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） なければ、御異議な

しと認め、そのように決しました。 

 次に、（２）市長の追加提出予算議案１件に

ついて説明を求めます。 

 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） 改めまして、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）お疲

れのところ、よろしくお願いいたします。 

 座って説明させていただきます。 

○委員長（山本幸廣君） どうぞ。 

○総務部長（木本博明君） ９月定例会一般質

問最終日提出予定の議案は、一般会計の予算議

案１件でございます。 

 内容は、来年度、平成２６年４月１日から消

費税が５％から８％になることに伴いまして、

ことし、２５年１０月１日から契約を締結する

もののうち、２６年４月１日以降、すなわち来

年度にまたぐ工事等が完了するものにつきまし

ては、消費税を８％で契約するようにと国から

の通知が県を通して先週ありましたことから、

所要の手続をするものでございます。 

 今回は金剛小学校校舎改築事業とか日奈久港

航路しゅんせつ工事など、４つの事業がその対

象でございまして、本年度の予算額の補正は必

要ではございませんけれども、債務負担行為の

限度額をその消費税分を上乗せして、増額補正

をしなければならないということでございます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ただいま説明

が終わりましたが、何か質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 済みません。 

○委員長（山本幸廣君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと聞き逃したか

もしれんですが、いつ提案ですかね。提案日。

（総務部長木本博明君「一般質問の最終日…

…」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。失礼しまし

た。 

○委員長（山本幸廣君） はい。木本総務部

長。 

○総務部長（木本博明君） 一般質問最終日、

あすでございます。 

○委員長（山本幸廣君） 今の説明でよろしい

ですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。了解しました。 

○委員長（山本幸廣君） 何か御質疑ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、市長追加

提出予算議案１件についての委員会付託につい

て御協議いたします。 

 付託はいかがいたしましょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 委員会付託でお願いし

ます。 

○委員長（山本幸廣君） 付託という声も出ま

した。なしという声もありましたが、ほかに御

質疑ありませんか。どういたしましょうか。付

託はどうしますか。 

○委員（中村和美君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） 私はもう、国のほうの

方針ですから、付託はなしでやったらいいんじ

ゃないかというふうに思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（亀田英雄君） まひとつよかですか。 

○委員長（山本幸廣君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） なしはなしでよかっで

すが、何をもって今から先ですよ、これば審議

するときに、その基準が曖昧な中で、これはよ

か、これは悪かって、これはする、これはせぬ

ていうとのあるもんですけん、その辺ばしてお

いてからしたほうが。いっちょいっちょ基準の

違えばですたい、そのときで話ちごてくっどう

というような気持ちで委員会付託、今までほと

んど委員会付託でやりよったもんですけん、そ

のように話をしたことです。今、これはよかろ

う、最終日、どげんもならぬとだけんという判

断のあればですね、その日の、大概の基準のあ

れば、それはそれでよかっですばってん、そっ

ちば（聴取不能）を引っ張ってくることが先じ

ゃなかろかというふうに考えますので、その辺

もお取り計らい願えたら。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よろしいで

すか。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） これはする、これは

せぬというところは、その辺はちょっとよくわ

からぬだったですけども、木本部長、要する

に、消費税が８％になってからまたぐ分につい

ての分が足らぬけんで、その分ば国から通達の

来たけん、よろしゅうお願いしますということ

ですよね。 

○総務部長（木本博明君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい、木本総務部

長、前段も含めてですね、先に説明があった中

でですね、の判断で、今の委員の質問にです

ね、答えてください。 

○総務部長（木本博明君） ですから、済みま

せん、５％で設定していた工事関係で、今年度

中に終わるものは５％でいいんですが、債務負

担行為あたりで来年度までかかりますというよ

うな工事があったものについては、その分の上

乗せを債務負担の限度額を増額しておかなけれ

ばいけませんので、その分の増額の補正をいた

しますということでございます。それが今回４

つの事業がかかわってるということです。 

○委員（前垣信三君） ちょっとよかですか。

（｢委員長」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） ちょっとお尋ねです。

元請さんには８％でいいんですが、受けた元請

さんが下請に出すときも、やっぱり８％で出す

んですか。そこは調整しなはらぬとですか。８

％もろて５％になるちゅう話になるなら――。

（｢委員会付託したほうがよかですね。いろい

ろ質疑のあっとであれば」と呼ぶ者あり） 

○総務部長（木本博明君） 済みません。 

○委員長（山本幸廣君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） 細かな内容につき

ましては、資料をもって説明をしないと、非常

に微妙な問題がありますので……。 

○委員（成松由紀夫君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。今、るる御質

問が出とるようですので、委員会付託をして精
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査したほうがいいのかなというふうに思いま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（山本幸廣君） はい。今、いろんな

委員の方々からですね、付託についての意見が

挙げられましたけれども、委員長としてもです

ね、今、成松委員の御意見ありましたように、

付託をしてほしいという気持ちでありますけれ

ども、委員の方々の御意見を尊重しながらです

ね、今、判断をしようかなという中で、成松委

員からですね、付託に対する御意見ありました

ので、本当にありがとうございます。 

○委員長（山本幸廣君） お諮りいたします。 

 市長追加提出予算議案１件については、委員

会付託することに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） なければ、御異議な

しと認め、そのように決しました。 

 委員会付託表を配付いたします。 

（書記、資料配付） 

○委員長（山本幸廣君） 付託表は全部届きま

したか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、委員会付託先について説明を求め

ます。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。（２）

市長追加提出予定議案、予算議案の委員会の付

託について御説明申し上げます。 

 お手元の委員会付託表の追加議案をごらんい

ただきたいと思います。 

 追加提案されました議案第９６号・平成２５

年度八代市一般会計補正予算（第７号）でござ

いますが、これは消費税増税に伴う債務負担行

為限度額の補正でございますので、総務委員会

に付託するものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 説明が終わりました

が、何か質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、その審査

を総務委員会に付託することといたしたいが、

これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） なければ、御異議な

しと認め、そのように決しました。 

 次に、（３）その他について、ここで議長よ

り発言の申し出があっておりますので、これを

許します。 

○議長（橋本幸一君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい、議長。 

○議長（橋本幸一君） 先般９月の３０日の会

期決定の際の議運で局長から話があっておりま

したが、関係の委員会への参考送付４件のう

ち、地方財源の充実確保を求める意見書の提出

について、ホテル・旅館等建築物の耐震化の促

進に関する意見書の提出方及び森林吸収源対策

及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保の

ための意見書採択に関する陳情については、全

国市議会議長会会長を初めとして、本市が加盟

しております全国温泉所在地市議会議長協議会

会長、それと新潟県村上市の議会議長から要請

があっております。これらにつきましては、こ

の４件ですね、３件ですね、――４件ですね。

このうち、地方議会及び地方自治体が抱えてお

ります喫緊の課題でもありますから、本市議会

においても、十分この辺はお含みおきの上、御

審議をいただければと思っております。担当の

委員会の委員長の皆さんには、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） 今、橋本議長からの

お願いでございました。 

 ほかにありませんか。（｢ありません」と呼

ぶ者あり） 

○委員（福嶋安徳君） 委員長、よございます

か。 

○委員長（山本幸廣君） はい、福嶋委員。 
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○委員（福嶋安徳君） もうその他でよかです

かね。その他ですね。 

○委員長（山本幸廣君） いやいや、違う。 

                              

◎その他 

○委員長（山本幸廣君） 次に、その他につい

て何かありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） 次のよかですね。じゃ

あ私の意見で。 

○委員長（山本幸廣君） どうぞ、福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。請願・陳情につ

いて、少し議運の皆さんに私の意見を聞いてい

ただいて、どうかを判断していただきたいので

すけれども。 

 請願・陳情について、事務局に各地方からも

地元からも提出がありますけれども、各地方か

らの提出された請願――請願になるのか、請願

はどうしても協議をする必要があると思います

けど、陳情についてはですね。これについて、

少し。事務局が判断するには難しい面もあろう

かと思いますので、議会運営委員会で少しそう

いった、取り上げる、取り上げないの、この陳

情については取り上げるとか、取り上げないと

か、そういった判断をですね、できるような協

議を議会運営委員会でやっていただければなと

いうふうに、この私なりに思ったんですけれど

も。皆さんの御意見をお伺いしながら、そうい

った方向性を示していければいいなというふう

に思います。 

 取り上げたら、この委員会付託に、協議して

いただくというような形になりますけれども、

委員会で全部の協議をやるというのは相当な時

間も必要になるときもありますし、そういった

ですね、ところも皆さんの御意見を伺えたらと

いうふうに思います。 

 どうぞ、委員長の御判断をお願いしたいと思

います。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よろしいで

すか。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今、多分福嶋議員が

おっしゃられてる部分というのは、まず請願と

陳情の取り扱いの差じゃないんですけれども、

請願、紹介議員さんがいらっしゃっての請願の

取り扱い、紹介議員さんがいらっしゃらない陳

情の取り扱いについて、少し考えていただきた

いというのと、繰り返し繰り返し、熊本市であ

ったり、いろんなところからでも何回も出てく

る案件等々もあるんで、その辺の取り扱いにつ

いて、議運の中で今後審議していく、議論して

いきたいというような提案だと思いますので、

きょうは多分各会派で持ち帰って、今後議運で

その辺を少し議論できるような場が設置できな

いだろうかというようなお願いだと思いますの

で。（委員福嶋安徳君「はい、そうです」と呼

ぶ）そういうことで、委員長、よろしくお願い

します。 

○委員長（山本幸廣君） はい。福嶋、成松委

員からの今の御意見ありましたが、ほかの委員

の方々、いかがでしょうか。 

○委員（中村和美君） はい。いいですか。 

○委員長（山本幸廣君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。なかなか線引き

をですね、が難しいと思うんで、取り扱う、取

り扱わないという。そこを各会派でですね、ぴ

しゃっと、（｢持ち帰ってですね」と呼ぶ者あ

り）うん。検討してですね、また次回検討する

ということにしたらいかがでございましょう

か。 

○委員長（山本幸廣君） はい。中村委員から

は検討したらどうですかという意見であります

が。どうぞ。 

○委員（野﨑伸也君） はい。私も線引きにつ

いてどうかという話をしたいと思ったんですけ

れども、議会事務局のほうでは、ある一定の要

件を満たせば全部受けますというような、何か
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あっとですよね、何か。だけん、それば覆して

までここでするっていうのができるのかってい

うところを聞きたいんですけど。（｢覆すって

いうよりも」｢議運で決めぬばんとだいけん」

と呼ぶ者あり）聞きたいんですけど、そこが。 

○委員長（山本幸廣君） 事務局にですか。説

明。 

○委員（野﨑伸也君） 今までの経緯を。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） じゃあ、田上議会事

務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。平成２

１年の１０月２１日の議運の中でも決定されて

る事項が１つあるんですけど、会議規則第１４

５条、陳情書の処理の解釈及び運用の意義では

ですね、市外からの持参陳情において、既に、

――済みません、議会運営委員会の協議によっ

ては、委員会で審査はせず、各議員へコピー配

付するというような取り扱いもされているよう

でございます。先例としますとですね。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よろしいで

すか。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。今、野崎委員

が言われてる意味もわかりますが、今、先例が

あったように、例えば県議会であれば、請願は

しっかり審議して、陳情は皆さん議員方に配付

して、何というんですか、見て、――見ておく

というか、審議をしないというような、そうい

った方式もあるんで。ですんで、今からどうす

るのかちゅうのは、どうするのかというのは議

運で諮っていくわけですから、各派持ち帰っ

て、各会派でですね、その辺を議論された上

で、また次回でも、次回でも２回でも３回でも

議論をされたらいいというふうに思いますの

で、よろしくお願いします。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。なければ委員長のほうでまとめてよろ

しいですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） この件については、

今、委員の方々が、以前からそういう問題につ

いてですね、いろんな議論の経過があります。

そういう中で、先ほど田上事務局長のほうから

説明がありましたように、市外からの持参され

た陳情においては、過去同様な市の中で陳情が

なされていることでありますので、議運の判断

により、全議員にコピー配付するという扱いと

するとされている中でですね、任期満了の中で

これは終わったという状況でありますので、よ

ろしければ、今、いろんな各委員の意見が出て

おりますので、これについては持ち帰り、議会

運営委員会でですね、再度検討するという方向

にですね、していただければなと、そのように

思いますが、いかがでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 異議なしとの声が多

いようでございますので、そのようにしたいと

思います。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） なければですね、以

上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

 次回の議会運営委員会は、３０日の定例会最

終日、午前１０時からとなりますので、よろし

く御出席の方をお願いしておきます。 

 以上で、議会運営委員会を閉会させていただ

きます。 

（午後３時１４分 閉会） 
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